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南郊中学校区を巡回する教職員の 

新型コロナウイルス感染について 

  

 このことについて、その内容は、下記のとおりです。 

記 

１ 概要 

南郊中学校区を巡回する教職員が、新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触

者となったことから、令和３年１月２２日（金）に新型コロナウイルスに係る検

査を受け、結果が陽性であることが判明しました。 

このことを受け、当該教職員が巡回していた学校（津市立高茶屋小学校、津市

立雲出小学校及び津市立南郊中学校）における当該教職員との接触者を確認した

ところ、津市立高茶屋小学校の児童（１２名）及び教職員（１名）の計１３名が

新型コロナウイルスに係る検査の対象者として三重県津保健所により特定された

ことから、同月２５日（月）に当該検査を受ける予定です。 

２ 今後の対応 

当該教職員が巡回していた各学校においては、手洗い、マスクの着用、換気、

検温等の感染防止対策をより一層徹底するとともに、当該教職員の勤務状況や確

認された接触者の状況を踏まえ、次のとおり対応します。 

⑴ 津市立高茶屋小学校 

当該小学校においては、引き続き、感染拡大の状況を把握するとともに、今

後、三重県津保健所からの指導に基づいた学校施設の消毒を業者により実施

し、同月２５日（月）から当面の間、全学年を臨時休業として、授業再開に向

け万全を期して対応していきます。臨時休業の期間等については、対象者の検

査結果等を踏まえて決定します。 

臨時休業期間中及び出席停止期間中の児童に対しては、各自の健康状態を確

認するとともに、プリント、オンラインを活用した学習等により学習保障に努

めます。 

また、学校再開後は、保護者に対して学校便り等で情報提供を行っていきま

す。 

⑵ 津市立雲出小学校 

当該小学校においては、三重県津保健所により濃厚接触者及び接触者はいな

いと確認されており、当該教職員が、児童等への感染が心配される期間に巡回

していなかったことから、同月２５日（月）以降も通常通りの授業等を行うこ

ととします。 

⑶ 津市立南郊中学校 

当該中学校においては、三重県津保健所により濃厚接触者及び接触者はいな



いと確認されていますが、当該教職員が、生徒等への感染が心配される期間に

巡回していたことから、万全を期するため、同月２３日（土）に、三重県津保

健所からの指導に基づいた学校施設の消毒を業者により実施した上で、同月２

５日（月）以降も通常通りの授業等を行うこととします。 

 

 


